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　　申述に必要な費用

　申述する相続人１人につき
　□　収入印紙８００円
　□　連絡用の郵便切手　２６２円分  【８４円３枚，１０円１枚】

　　申述に必要な書類

　□　申述書
　□　戸籍謄本一式　　別紙「戸籍謄本等一覧表」のとおり
　
　※　被相続人の死亡日　または　先順位者の相続放棄受理日から
　　３か月を超えた申述の場合
　□　相続開始を知った日を裏付ける資料の写し
　　　（申述人宛ての債権者からの通知書など）
　　　→　資料がない場合は、知った経緯を記載した上申書
　
　★　審理のために必要な場合は、受付後でも追加書類の提出を
　　お願いすることがあります。

相続放棄の手続をされる方へ

　　申述人
  相続人（未成年者のときは、その法定代理人（親権者など）が代理して
  行います。）

　　申述をする裁判所 　被相続人の最後の住所地（住民票所在地）を管轄する家庭裁判所
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※２週間以内であれば、

不服申立てをすることが

できます。

被相続人（＝亡くなった方）の財産（借金などの債務も含む）を、一切相続したくないときは、

申述人（＝放棄をする方）は家庭裁判所で相続の放棄をする旨を申述しなければなりません。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから３か月以内に、

家庭裁判所に行わなければなりません（民法938条）。

※ 先順位の相続人がいる場合、その方の相続放棄が受理されていないと申述できません。

※ 申述人ご本人が申述書等を直接窓口に持参する場合は、ご自身の認印と本人確認書類

（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）を持参してください。

一般的な手続の流れ



※１時間程度をご予定ください。

相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実（被相続人が亡くなったこと）及びこ

れにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから３か月以内に行わなければなりませ

ん。ただ、相続財産が全くないと信じ、かつ、相当な理由があるときなどは、財産の全部又は一

部の存在を認識したときから３か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあり

ます。

名古屋家庭裁判所
Q1 夫は数年前に死亡しているのですが、相続放棄の申述をすることはできるのです

か？

Q2 夫の遺産の一部を売却してしまったのですが、相続放棄の申述をすることはできる

のですか？

遺産の一部を処分したときは、相続を承認したものとみなされることになり、相続放棄は認め

られません。もっとも、処分した内容、理由などによっては、相続放棄の申述が受理されることも

あります。

Q3 被相続人の兄弟姉妹が、被相続人の子と同時に相続放棄の申述をすることはでき

ますか？

民法では、第一順位相続人が子、第二順位相続人が父母、祖父母等、第三順位相続人が

兄弟姉妹と定められています。先の順位の相続人がいる場合は、その人の相続放棄の申述が

受理されなければ、後の順位の相続人が相続放棄の申述をすることはできません。

Q5 相続放棄が受理された証明書がほしいのですが、どのように申請するのですか？

Q4 相続人が認知症で相続放棄の申述の手続がとれないのですが、どうすればよいで

すか？

家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、印鑑を押

した上で、１通につき１５０円分の収入印紙を添えて、受理をした家庭裁判所に申請してください。

直接、受理した家庭裁判所まで申請に来られる場合は、運転免許証などの本人と確認すること

ができるものを持参し、申請用紙を郵送する場合は、返信用の切手を同封してください。

なお、申請する時点の住所が相続放棄が受理された当時の住所と異なる場合は、住所の変

動が分かる資料（住民票写し等）も併せて提出してください。

家庭裁判所に後見開始の申立てをして、その方の成年後見人を選任する必要があります。そ

の審判が確定したときから３か月以内に、成年後見人が相続放棄の手続をとることができます。

〒５００－８７１０

岐阜市美江寺町２丁目４番地の１ 岐阜家庭裁判所 家事受付係

（ TEL  ０５８－２６２－５３４６ ）

岐阜家庭裁判所（本庁）に申立てをする場合の申立書等の提出（送付）先

よくあるご質問


